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答案作成技術習得のためのメモ

民事法基礎ゼミ（前田）

１ 新司法試験の【論文試験問題 （民事系科目）】

試験時間 ６時間

問題数・配点：２問 合計３００点）

ア 大大問（２００点）

実体法と手続法又は民法に関する分野と商法に関する分野にまたがる問題

イ 大 問（１００点）

実体法又は手続法の問題

２ 論文式試験の出題のあり方

○「多種多様で複合的な事実関係に基づく，比較的長文の事例を出題し，十分な時

間をかけて，法的に意味のある事例を取り出させ，その事実関係にふさわしい解

決策等を示させたりすることなどにより，法的な分析，構成及び論述を行わせる

ことを中心とする （平成１５年１２月１１日付けの「新司法試験実施に係る研」

究調査報告書 ）」

○「実際の事件に近いイメージで設定された事実関係のなかから法的に意味のある

事実を抽出するという作業（事例解析）は，現在の論文式試験では全く求められ

ていない 「･･･新しい論文式試験では，問題文もずっと長くなり，試験問題を。」

解く作業は，実際の事件の解決を考える作業により近いものになるものと思われ

る （椛島裕之「法学セミナー増刊 №１１ １」５０頁）」 Causa P

◎ 論点抽出能力・複数論点構築能力・論述能力

事例解析能力（紛争実態の把握・事実認定）

３ 法的三段論法

「裁判は，具体的事実を小前提とし，法規を大前提とする三段論法により，権利な
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いし法律関係の存否を確定することによってなされる。したがって，具体的に適正

妥当な裁判をするためには，適正妥当な事実認定と法律解釈が必要であることは言

うまでもない （後藤勇元裁判官）。」

三段論法（広辞苑（第５版）の例）

ア 大前提

・ 植物（Ｍ）は生物（Ｐ）なり （大前提）「 」

イ 小前提

・ 松（Ｓ）は植物（Ｍ）なり （小前提）「 」

ウ 結論

・ 故に松（Ｓ）は生物（Ｐ）なり （結論）「 」

＊ 大概念 ：大前提・結論に出てくる概念（Ｐ）

小概念 ：小前提・結論に出てくる概念（Ｓ）

中概念・媒概念：両前提に出てくる概念 （Ｍ）

法的三段論法

ア 大前提

法規：要件→効果

イ 小前提

要件に該当する事実がある

ウ 結論

＊ Ｐ：法律効果

Ｓ：要件事実

Ｍ：発生要件・法律要件・構成要件

学術的批判と実務的有用性cf

４ 頭を使わなければならないこと・書かなければならないこと

・ 解決しなければならない事柄は何か。

・ 法的問題の所在

・ それが問題となる理由
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・ 法的問題の解決

・ 自説

・理由

・反論

・再反論･･････

・ 他説

・理由

・反論

・再反論･･････

＊ 判例

学説（通説・有力説・少数説・異説･･･）

・ 事実分析・事実認定・当てはめ・結論

・ その他：知識の披露，枕詞，つなぎ，説明･･･

５ 法律論文のスタイルの例（桶谷式：平成１６年度の桶谷先生の講評から）

＊＊（以下，引用 ）＊＊＊＊＊(註)番号は，前田が勝手に付しています。

法律論文のスタイルは，

① 事案から，法律上の問題点の抽出，指摘

② 法律上の見解，その理由

③ 事案へのあてはめ 結論，理由

という３段階を取るのが基本です。

評価の低かった方はこの点を意識して次回に臨んでみて下さい。

法律上の問題点の指摘

法律は，常に，要件と効果の組み合わせです。当該事案について，法律

上の原則，条文から何が問題であるのか（多くはどの要件具備が問題にな

っているのか ，指摘してください。）

法律上の見解，その理由

法律上の論点について，自分なりの解釈を提示（結論及びその理由）

事案へのあてはめ 結論，理由
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そして，定立された法律上の解釈に基づいて，事案へのあてはめ，その

際，常に反対論があるのですから，それを意識して論破できるよう，試み

て下さい。特に事実認定を求めていそうな問題（本問でいえば表見代理に

おける正当事由の具備）には，この点を特に意識してください。

６ 技術的なこと

例えば 「見出し数字」について，裁判所文書の場合，

＊＊（ 岡口裁判官のＨＰより）＊＊＊＊＊http://okaguchi.at.infoseek.co.jp/a4.htm

見出し数字は 「第１ 「１ 「( ) ・・・の順に振ります。( )の後は 「ア ，， 」 」 」 ， 」1 1

「(ア) 「ａ 「( )」の順に振る例が多いですが，半角カタカナについては，」， 」， a

メールやインターネットで一部文字化けする場合があることから，使用すべき

でないとの意見もあります。また 「ア 「ａ」などの，かっこのつかない見出， 」

し数字は，本文中に引用された場合に，見出し数字なのか本文中の文字なのか

判別しにくいという欠点があります。そこで （１）の後，①，Ⅰなどを用いる，

例もあります。

７ 付言

参考答案の意味・利用方法

試験の合格答案は，合格者の数だけあります，というといささか大袈裟です

が，合格答案といっても，書いた人の実力のほか好みも手伝い，論理展開，取

捨選択・濃淡，表現等々，一通りではありません。したがって，トレーニング

段階で，最高得点答案，優秀答案，模範答案と名付けられて公表される参考答

案を，バイブルのごとく無条件に崇め奉るのは，可塑性に富み弾力的な段階に

ある諸君の成長を阻害することにもなりかねません。

このように，参考答案であっても，自分の感性に合わないものは，折角確立

しつつある自分の基礎体型を壊しかねません。そこで，参考答案を上手に利用

する方法は，そのような範疇に入る答案群の中から，自分の思考パターンに近

いもの，好みや感性に合うものをセレクトし，それを真似して，自分の答案に

反映させるための作業を，継続して行うことです。

民事法基礎ゼミでは，各クラスの最高得点答案と実務家作成の答案例が，参
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考答案例として配布されます。その利用方法は，各自工夫して欲しいのですが，

例えば，気に入った参考答案をとりあえず無条件でまるまま写す（ 写経 ）と「 」

いう作業とか，参考答案の中から，上手い表現・叙述部分を選んで書き出すと

いう作業は，原始的に思われるかもしれませんが，一定の効果が期待できます。

「パターン認識」能力の向上


